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「
日
本
民
主
化
の
創
憲
」「
ベ
ー
シ
ッ
ク
イ
ン

カ
ム
人
権
政
策
」
を
柱
と
し
た
政
治
ブ
ロ
ッ

ク
の
形
成
を
！

一
．
創
憲
と
ベ
ー
シ
ッ

ク
イ
ン
カ
ム
の
政
治

ブ
ロ
ッ
ク
の
形
成
を

（
一
）
野
党
と
市
民
共
闘
の
中

で
創
憲
と
ベ
ー
シ
ッ
ク
イ
ン

カ
ム
を
主
張
す
る

日
本
革
命
党
は
、
進
路
復
刊
一
号

（
三
月
二
〇
日
号
）
か
ら
四
号
（
八

月
一
日
号
）
で
「
三
．
国
民
・
人
民

の
危
機
の
深
刻
化
」「
四
．
分
断
支

配
が
作
り
出
す
日
本
社
会
の
分
裂
・

没
落
」「
五
．
総
選
挙
総
括
と
政
権

政
策
・
選
挙
共
闘
方
針
の
擦
り
合
わ

せ
を
」
に
つ
い
て
主
張
し
て
き
た
。

組
織
活
動
を
再
開
し
て
八
ヶ
月
を

経
過
し
た
現
在
、
日
本
革
命
党
は
、

野
党
と
市
民
共
闘
の
中
で
安
倍
自
公

（
維
）
政
権
の
打
倒
・
国
民
主
権
政

府
の
樹
立
の
た
め
に
闘
う
と
と
も
に
、

実
現
す
べ
き
課
題
と
し
て
「
日
本
民

主
化
の
創
憲
」
と
「
ベ
ー
シ
ッ
ク
イ

ン
カ
ム
人
権
政
策
」
を
提
起
し
、
そ

の
実
現
の
た
め
に
、
創
憲
と
ベ
ー
シ

ッ
ク
イ
ン
カ
ム
の
政
治
ブ
ロ
ッ
ク
の

形
成
を
進
め
て
い
く
こ
と
を
宣
言
す

る
。

（
二
）
な
ぜ
、
創
憲
が
必
要
な

の
か
─
日
本
国
憲
法
の
歴
史

的
限
界
─

①
現
日
本
国
憲
法
は
、
戦
前
の
大
日

本
帝
国
憲
法
に
比
し
て
、
期
を
画

し
た
「
基
本
的
人
権
」「
民
主
主

義
」「
平
和
主
義
」
を
保
障
し
て

い
る
。

②
し
か
し
、
現
日
本
国
憲
法
は
、
ア

メ
リ
カ
軍
の
占
領
下
、
敗
戦
宣
言

後
一
一
・
五
ヶ
月
で
衆
院
可
決
さ

れ
（
ド
イ
ツ
は
敗
戦
後
四
八
ヶ
月

後
、
イ
タ
リ
ア
は
解
放
後
四
一
ヶ

月
後
）、
国
民
が
論
議
に
参
加
し

て
お
ら
ず
血
肉
化
し
て
い
な
い
。

③
更
に
、
現
日
本
国
憲
法
は
、
連
合

軍
最
高
司
令
官
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
元

帥
の
ノ
ー
ト
に
基
づ
き
、
民
政
局

ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
が
作
成
し
た
憲
法

草
案
を
元
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。

　
　

そ
の
た
め
、
諸
外
国
で
は
具
体

的
に
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
多

い
歴
史
総
括
が
日
本
国
憲
法
に
は

欠
落
し
て
お
り
、
第
二
次
世
界
戦

争
の
侵
略
戦
争
と
し
て
の
反
省
・

植
民
地
支
配
・
天
皇
制
日
本
帝
国

主
義
の
野
蛮
な
抑
圧
と
収
奪
の
反

省
が
行
わ
れ
て
い
ず
、
憲
法
を
獲

得
す
る
ま
で
の
国
民
・
人
民
の
努

力
と
闘
い
も
記
述
さ
れ
て
い
な
い

（
記
述
で
き
な
い
）。

　
　

ま
た
、
第
九
八
条
で
は
条
約
と

ど
ち
ら
が
優
先
さ
れ
る
の
か
が
不

明
で
あ
り
、
最
高
裁
で
の
統
治
行

為
論
に
よ
っ
て
、
憲
法
の
最
高
法

規
性
は
実
質
上
否
定
さ
れ
て
お
り
、

日
米
の
支
配
階
級
に
よ
っ
て
安
保

条
約
が
至
上
の
も
の
と
し
て
運
用

さ
れ
、
民
主
主
義
を
空
洞
化
さ
せ

る
と
と
も
に
国
内
外
の
人
民
を
抑

圧
し
て
い
る
。

　
　

現
日
本
国
憲
法
は
、
基
本
的
人

権
や
民
主
主
義
の
保
障
に
関
し
て
、

欠
落
と
抽
象
性
と
法
律
任
せ
が
多

く
（
憲
法
は
議
会
の
三
分
の
二
と

国
民
投
票
が
必
要
だ
が
、
法
律
は

議
会
の
過
半
数
で
議
決
）、
反
動

政
党
と
支
配
階
級
の
恣
意
の
ま
ま

に
切
り
縮
め
ら
れ
て
い
る
。

　
　

憲
法
第
二
五
条
の
「
健
康
で
文

化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
を
営
む

権
利
」
と
は
、
一
体
、
何
を
ど
こ

ま
で
保
障
し
て
い
る
の
か
。「
個

人
と
し
て
尊
重
（
憲
法
第
一
三

条
）」
さ
れ
え
な
い
「
最
低
！
限

度
」
に
落
と
し
こ
め
ら
れ
て
い
る
。

④
現
日
本
国
憲
法
は
、
施
行
後
七
一

年
間
一
度
も
改
訂
さ
れ
ず
、
日
本

と
世
界
の
政
治
・
社
会
・
経
済
状

況
の
変
化
に
一
切
対
応
し
て
い
な
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憲
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を
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落
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い
。

　
　

第
二
六
条
：
教
育
の
権
利
と
義

務
、
第
二
七
条
：
勤
労
の
権
利
と

義
務
、
第
三
〇
条
：
納
税
の
義
務

の
規
定
は
、
非
勤
労
者
・
非
納
税

者
の
人
権
が
軽
ん
じ
ら
れ
る
遠
因

と
な
っ
て
い
る
。

　
　

介
護
離
職
者
、
病
人
、
障
害
者
、

無
・
低
年
金
高
齢
者
、
生
活
保
護

受
給
者
な
ど
非
勤
労
者
の
無
給
の

労
働
と
存
在
を
等
価
値
・
等
権
利

の
も
の
と
し
て
明
確
に
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　
　

ま
た
、
日
本
革
命
党
は
、
憲
法

第
一
四
条
：
国
民
の
法
の
下
の
平

等
の
保
障
と
し
て
「
一
人
一
票
の

等
価
値
」
を
規
定
す
べ
き
で
あ
り
、

更
に
「
子
ど
も
の
権
利
を
保
障
す

る
一
助
」
と
す
る
た
め
「
〇
歳
か

ら
一
八
歳
ま
で
の
人
々
に
（
そ
の

監
護
人
な
ど
に
）
選
挙
権
を
保
障

す
る
」
こ
と
を
規
定
す
べ
き
と
提

案
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
三
）
ベ
ー
シ
ッ
ク
イ
ン
カ
ム

政
策
を
柱
に
す
る
理
由

①
ベ
ー
シ
ッ
ク
イ
ン
カ
ム
は
、
生
存

と
生
活
の
た
め
の
社
会
保
障
資
金

を
、
所
得
や
資
産
に
関
係
な
く
す

べ
て
の
国
民
に
一
律
に
支
給
す
る

も
の
で
あ
る
。

②
ベ
ー
シ
ッ
ク
イ
ン
カ
ム
は
、
困
窮

に
苦
し
む
国
民
・
人
民
に
経
済
面

の
基
本
的
人
権
を
保
障
し
、
差
別

と
恥
の
屈
辱
か
ら
解
放
す
る
。

③
ベ
ー
シ
ッ
ク
イ
ン
カ
ム
は
、
社
会

保
障
制
度
の
網
で
す
く
わ
れ
て
い

な
い
多
く
の
国
民
・
人
民
に
漏
れ

な
く
社
会
保
障
を
行
き
わ
た
ら
せ

る
も
の
と
な
る
。

　
　

厚
生
労
働
省
が
二
〇
一
八
年
五

月
に
公
表
し
た
推
計
で
も
、
生
活

保
護
の
捕
捉
率
（
利
用
要
件
を
満

た
す
人
の
う
ち
現
実
に
利
用
し
て

い
る
人
の
割
合
）
は
、
所
得
の
み

の
判
定
で
二
二
・
九
％
（
四
～
五

人
に
一
人
程
度
）、
保
有
資
産
を

考
慮
し
た
判
定
で
四
三
・
七
％

（
二
人
に
一
人
以
下
）
に
と
ど
ま

っ
て
い
る
。

　
　

ま
た
生
活
保
護
条
件
よ
り
少
し

だ
け
所
得
が
上
回
る
が
厳
し
い
経

済
状
況
に
あ
っ
て
、
住
宅
扶
助
・

医
療
扶
助
・
教
育
扶
助
・
税
の
免

除
を
考
え
れ
ば
生
活
保
護
受
給
者

（
世
帯
）
以
下
と
な
る
人
々
（
世

帯
）
は
膨
大
な
数
に
の
ぼ
る
。

④
ベ
ー
シ
ッ
ク
イ
ン
カ
ム
は
、
経
済

的
な
脅
迫
に
よ
る
労
働
の
必
要
性

を
解
消
し
、
劣
悪
低
賃
金
の
三
Ｋ

労
働
と
職
場
を
駆
逐
す
る
。

⑤
ベ
ー
シ
ッ
ク
イ
ン
カ
ム
は
、
他
人

を
蹴
り
落
と
す
競
争
を
強
い
ら
れ
、

心
身
を
擦
り
減
ら
す
経
営
者
、
管

理
職
、
エ
リ
ー
ト
社
員
の
生
命
の

安
全
弁
と
な
る
。

⑥
ベ
ー
シ
ッ
ク
イ
ン
カ
ム
は
、
経
済

規
模
と
国
民
・
人
民
の
生
活
の
豊

か
さ
を
倍
増
し
、
結
果
、
日
本
の

社
会
と
経
済
を
安
定
さ
せ
る
。

⑦
ベ
ー
シ
ッ
ク
イ
ン
カ
ム
政
策
の
導

入
に
よ
る
特
別
会
計
な
ど
の
縮
小

や
廃
止
を
通
し
て
、
官
僚
や
政
商

に
よ
る
国
民
財
産
の
横
領
と
利
権

化
を
防
止
し
、
株
価
の
買
い
支
え

な
ど
市
場
へ
の
不
正
な
介
入
を
抑

制
す
る
。 

⑧
全
国
民
・
人
民
に
生
存
権
と
基
本

的
人
権
を
保
障
す
る
こ
と
に
よ
り
、

失
敗
を
恐
れ
る
こ
と
の
な
い
起
業

と
創
造
を
促
し
、
稼
ぐ
た
め
に
は

ど
ん
な
悪
質
な
こ
と
も
行
う
と
い

う
リ
ス
ク
の
裏
返
し
の
強
欲
を
抑

制
し
、
大
企
業
・
金
融
資
本
へ
の

隷
属
を
緩
和
す
る
。 

⑨
ベ
ー
シ
ッ
ク
イ
ン
カ
ム
政
策
の
実

行
を
柱
に
、
税
制
は
じ
め
日
本
の

政
策
や
制
度
を
作
り
直
す
。

　
　

ベ
ー
シ
ッ
ク
イ
ン
カ
ム
の
財
源

は
、
消
費
税
な
ど
で
は
な
く
「
企

業
の
売
上
げ
課
税
（
外
形
課
税
）」

へ
の
切
替
え
を
中
心
に
確
保
す
る
。

　
　

日
本
の
消
費
税
は
、
本
質
的
に

は
中
小
企
業
に
対
す
る
売
上
外
形

課
税
で
あ
り
、
日
本
経
済
の
成
長

を
阻
害
し
、
デ
フ
レ
を
生
み
出
し

て
い
る
。

　
　

消
費
税
の
滞
納
（
主
に
中
小
企

業
）
の
割
合
は
消
費
税
が
国
税
に

占
め
る
割
合
を
大
幅
に
超
え
て
い

る
。

　
　

日
本
革
命
党
が
提
起
す
る
「
企

業
へ
の
売
上
げ
課
税
（
外
形
課

税
）」
は
、
親
会
社
の
ロ
イ
ヤ
リ

テ
ィ
な
ど
で
の
不
当
な
利
益
の
吸

い
上
げ
や
、
税
逃
れ
、
過
大
な
株

主
配
当
、
強
欲
な
役
員
報
酬
、
正

社
員
エ
リ
ー
ト
層
の
特
権
的
待
遇
、

膨
大
な
内
部
留
保
を
排
除
し
抑
制

す
る
。

　
　

一
方
、
現
在
の
「
消
費
税
」

「
法
人
税
」
が
「
売
上
げ
課
税

（
外
形
課
税
）」 

に
吸
収
さ
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
中
小
零
細
企
業
の

税
負
担
は
軽
減
さ
れ
る
。

　
　

ち
な
み
に
、
二
〇
一
九
年
度
予

算
の
政
府
概
算
要
求
は
単
年
度
で

あ
る
が
一
〇
二
兆
円
で
あ
り
、

二
〇
一
七
年
度
の
日
本
企
業
の
内

部
留
保
（
利
益
剰
余
金
）
は
、
六

年
連
続
で
増
加
し
て
お
り
累
積
で

四
四
六
兆
円
を
超
え
て
い
る
。

　
　
「
企
業
へ
の
売
上
げ
課
税
（
外

形
課
税
）」
は
、
税
収
の
飛
躍
的

な
増
大
と
安
定
化
を
も
た
ら
し
、

ベ
ー
シ
ッ
ク
イ
ン
カ
ム
の
完
全
実

施
を
可
能
と
す
る
。

　
　

勤
労
者
へ
の
課
税
は
収
入
（
売

上
）
に
対
し
て
で
、
貯
金
（
利

益
）
に
対
し
て
で
は
な
い
。

（
四
）
政
治
ブ
ロ
ッ
ク
形
成
の

環
境
は
？

①
立
憲
民
主
党
は
、
護
憲
的
改
憲
を

論
議
し
て
い
る
。

②
村
岡
到
氏
ら
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
日
本
針
路

研
究
所
は
「
季
刊
誌
フ
ラ
タ
ニ
テ

ィ
」
の
創
刊
ア
ピ
ー
ル
で
「
ど
の

よ
う
な
日
本
を
創
り
出
す
の
か
を

明
示
す
る
憲
法
改
正
案
と
し
て
成
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文
化
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い

ま
す
」
と
明
示
し
て
い
る
。

③
国
民
民
主
党
は
ベ
ー
シ
ッ
ク
イ
ン

カ
ム
を
主
張
し
て
い
る
。

④
新
社
会
党
も
ベ
ー
シ
ッ
ク
イ
ン
カ

ム
を
主
張
し
て
い
る
。

　
　

日
本
革
命
党
は
、
あ
ら
ゆ
る
機

会
を
捉
え
て
、
創
憲
を
主
張
す
る

人
々
、
ベ
ー
シ
ッ
ク
イ
ン
カ
ム
を

主
張
す
る
人
々
と
の
交
流
を
追
求

し
、
一
つ
の
政
治
ブ
ロ
ッ
ク
を
形

成
し
て
野
党
と
市
民
の
共
闘
の
中

心
で
闘
う
こ
と
を
追
求
す
る
。

二
．
現
代
に
お
け
る
平

和
・
民
主
革
命
の
条

件
と
二
一
世
紀
の
社

会
主
義

（
一
）
社
会
主
義
勢
力
は
創
憲

と
ベ
ー
シ
ッ
ク
イ
ン
カ
ム
の

推
進
力
と
し
て
復
活
を

日
本
革
命
党
は
、
自
ら
を
新
左
翼

と
位
置
づ
け
て
お
り
、
社
会
主
義
勢

力
と
り
わ
け
新
左
翼
に
対
し
て
、
日

本
民
主
化
の
創
憲
と
ベ
ー
シ
ッ
ク
イ

ン
カ
ム
人
権
政
策
を
柱
と
し
た
政
治

ブ
ロ
ッ
ク
形
成
の
推
進
勢
力
と
し
て
、

共
に
革
命
的
民
主
的
な
復
活
を
目
指

す
よ
う
訴
え
る
も
の
で
あ
る
。

日
本
共
産
党
に
対
し
て
は
、
前
衛

党
（
一
党
）
論
の
完
全
払
拭
、
民
主

集
中
制
の
廃
止
、
革
命
の
段
階
論
と

宗
教
的
な
未
来
社
会
論
か
ら
の
脱
皮
、

自
ら
を
科
学
的
社
会
主
義
と
す
る
独

善
性
の
克
服
、
同
調
圧
力
体
質
か
ら

の
脱
皮
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
、
現

時
点
で
は
こ
れ
ら
の
点
で
共
産
党
と

自
ら
を
分
岐
し
、
社
会
主
義
勢
力
の

革
命
的
民
主
的
な
復
活
を
目
指
す
も

の
で
あ
る
。

（
二
）
平
和
・
民
主
革
命
の
条

件
と
新
自
由
主
義
と
の
対
決

二
一
世
紀
に
お
け
る
平
和
・
民
主

革
命
の
条
件
に
つ
い
て
、
日
本
革
命

党
は
次
の
よ
う
に
提
起
す
る
。

①
支
配
階
級
は
、
国
内
の
支
配
を
め

ぐ
る
闘
い
や
外
国
と
の
闘
い
に
勝

利
す
る
た
め
に
、
国
内
被
支
配
階

級
を
総
動
員
す
る
必
要
が
あ
り
、

総
動
員
の
た
め
に
は
、
民
主
制
、

権
利
、
分
配
、
教
育
、
知
識
が
必

要
で
あ
っ
た
。

②
知
識
を
獲
得
し
た
被
支
配
階
級
や

新
興
階
級
の
闘
い
に
よ
っ
て
民
主

制
が
獲
得
さ
れ
て
き
た
。

③
搾
取
や
収
奪
を
含
む
資
本
制
経
済

に
よ
っ
て
獲
得
し
た
豊
か
さ
を
財

源
に
、「
少
数
の
党
官
僚
に
支
配

さ
れ
た
社
会
主
義
」
を
越
え
る
権

利
や
分
配
を
実
行
し
て
、
社
会
主

義
化
を
防
ぎ
、
支
配
を
維
持
す
る

必
要
が
あ
っ
た
。

④
商
品
経
済
の
拡
大
に
よ
っ
て
市
場

も
拡
大
し
、
市
場
の
拡
大
が
社
会

の
富
と
支
配
階
級
の
搾
取
と
収
奪

を
拡
大
し
た
が
、
大
き
な
市
場
は
、

国
民
・
人
民
総
体
の
需
要
と
力
を

創
出
し
民
主
主
義
の
基
盤
を
作
り

出
し
た
。

支
配
階
級
は
、
ソ
連
や
東
欧
社
会

主
義
圏
の
解
体
、
世
界
の
社
会
主
義

勢
力
の
後
退
の
中
で
、
国
民
・
人
民

へ
の
譲
歩
は
す
で
に
不
要
と
し
て
、

民
主
主
義
と
基
本
的
人
権
の
破
壊
、

む
き
出
し
の
搾
取
と
収
奪
に
乗
り
出

し
て
き
て
お
り
、
こ
の
政
治
勢
力
こ

そ
が
「
新
自
由
主
義
」
に
ほ
か
な
ら

な
い
。

現
代
政
治
の
焦
点
は
、「
民
主
主

義
勢
力
」
と
「
新
自
由
主
義
」
と
の

対
決
な
の
で
あ
る
。

「
新
自
由
主
義
者
」
は
、
身
を
す

り
減
ら
し
て
や
っ
と
普
通
の
生
活
を

維
持
し
て
い
る
人
々
の
「
弱
者
救
済

で
は
自
分
た
ち
の
努
力
が
報
わ
れ
な

い
」
と
の
不
満
や
、
ボ
ー
ダ
ー
ラ
イ

ン
ぎ
り
ぎ
り
の
下
層
国
民
・
人
民
の

「
弱
者
救
済
で
は
自
分
た
ち
は
救
わ

れ
な
い
」
と
の
怒
り
を
、
反
動
政
治

に
組
織
し
て
分
断
支
配
を
行
っ
て
い

る
。民

主
主
義
勢
力
が
勝
利
す
る
条
件

は
、「
弱
者
救
済
」
に
と
ど
ま
ら
ぬ

「
心
身
を
す
り
減
ら
し
て
や
っ
と
普

通
の
生
活
を
維
持
し
て
い
る
人
々
」

「
ボ
ー
ダ
ー
ラ
イ
ン
ぎ
り
ぎ
り
の
下

層
国
民
・
人
民
」
へ
の
、
現
在
の
地

位
や
収
入
に
ベ
ー
シ
ッ
ク
イ
ン
カ
ム

を
つ
け
加
え
る
権
利
の
保
障
に
ほ
か

な
ら
な
い
。

（
三
）
二
一
世
紀
の
社
会
主
義

論
を
提
起
す
る

ベ
ー
シ
ッ
ク
イ
ン
カ
ム
政
策
を
中

心
と
し
た
二
一
世
紀
の
社
会
主
義
の

実
現
の
た
め
に
「
労
働
者
・
人
民
の

階
級
闘
争
」
は
「
必
要
条
件
」
で
あ

る
が
「
十
分
条
件
」
で
は
な
い
。

「
十
分
条
件
」
を
満
た
す
た
め
に

は
、「
労
働
者
・
人
民
の
階
級
闘

争
」
と
と
も
に
「
幅
広
い
全
国
民
・

全
人
民
的
な
要
求
と
能
力
と
参
加
の

集
約
」
が
不
可
欠
で
あ
り
、「
狭
い

労
働
者
本
体
論
や
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
独

裁
」
と
決
別
す
る
必
要
が
あ
る
。

議
会
と
法
を
通
じ
て
国
民
・
人
民

に
統
制
さ
れ
た
「
生
産
手
段
」
は
、

す
で
に
「
私
的
に
所
有
（
占
有
）
さ

れ
て
い
る
」
と
は
言
え
ず
「
搾
取
収

奪
が
行
わ
れ
て
い
る
」
と
も
言
え
な

い
。経

営
者
は
、
国
民
・
人
民
の
た
め

に
そ
の
能
力
を
発
揮
し
て
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
を
行
う
「
高
報
酬
の
勤
労
者
」

に
転
化
し
て
い
く
。

共
産
党
の
言
う
と
こ
ろ
の
「
ル
ー

ル
あ
る
経
済
社
会
」
は
、
そ
の
こ
と

自
体
が
日
本
革
命
党
に
と
っ
て
の

二
一
世
紀
の
社
会
主
義
な
の
で
あ
る
。

こ
の
変
革
の
過
程
の
い
つ
ま
で
が

資
本
制
社
会
で
、
い
つ
か
ら
が
社
会

主
義
社
会
か
、
日
本
革
命
党
は
、
ベ

ー
シ
ッ
ク
イ
ン
カ
ム
政
策
の
実
施
が

タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
と
考

え
て
い
る
。

ベ
ー
シ
ッ
ク
イ
ン
カ
ム
へ
の
道
筋

は
社
会
主
義
に
至
る
連
続
し
た
革
命

の
過
程
な
の
で
あ
る
。
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三
．
国
民
・
人
民
生
活

の
危
機
の
深
刻
化

（
一
）
安
倍
政
権
は
高
齢
者
と

非
勤
労
者
を
攻
撃
の
次
の
タ

ー
ゲ
ッ
ト
に
し
て
い
る

政
府
と
支
配
階
層
は
、
搾
取
と
収

奪
の
次
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
て
高
齢

者
に
狙
い
を
定
め
、
年
金
の
引
き
下

げ
を
行
い
、
受
給
開
始
年
齢
の
引
き

上
げ
を
画
策
し
、
三
Ｋ
労
働
の
現
場

に
動
員
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

三
Ｋ
労
働
に
動
員
で
き
な
い
高
齢

者
や
非
勤
労
者
に
対
し
て
は
、
健
康

保
険
料
や
介
護
保
険
料
を
値
上
げ
し

自
己
負
担
比
率
を
増
大
さ
せ
、
サ
ー

ビ
ス
を
低
下
さ
せ
る
と
と
も
に
、
消

費
税
を
増
税
し
て
、
健
康
と
生
活
を

破
壊
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

実
際
、
三
Ｋ
労
働
に
従
事
で
き
な

い
多
く
の
高
齢
者
を
生
活
保
護
に
追

い
や
っ
て
お
り
、
受
給
世
帯
の
五
割

以
上
を
六
五
歳
以
上
の
高
齢
者
が
占

め
、
生
活
保
護
の
主
旨
か
ら
み
て
も

制
度
自
体
が
す
で
に
破
綻
し
て
い
る

状
況
と
な
っ
て
い
る
。

安
倍
自
公
（
維
）
政
権
に
と
っ
て

は
、
三
Ｋ
労
働
に
従
事
で
き
な
い
高

齢
者
や
非
勤
労
者
は
「
死
ん
で
く

れ
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

（
二
）
現
役
と
若
者
の
労
働
と

生
活
条
件
は
劣
悪
な
低
水
準

に
放
置
さ
れ
て
い
る

一
方
、
十
代
～
五
十
代
の
現
役
と

若
者
は
、
自
民
党
政
権
と
財
界
に
よ

っ
て
、
今
日
ま
で
非
正
規
雇
用
、
不

安
定
雇
用
、
長
時
間
過
密
労
働
、
ブ

ラ
ッ
ク
バ
イ
ト
な
ど
の
状
況
に
固
定

化
さ
れ
、
希
望
と
生
活
が
破
壊
さ
れ

て
き
た
。

安
倍
政
権
の
宣
伝
す
る
わ
ず
か
ば

か
り
の
「
最
低
！
」
賃
金
の
引
き
上

げ
な
ど
で
は
、
現
役
と
若
者
の
破
壊

さ
れ
た
希
望
と
生
活
は
回
復
で
き
な

い
。自

立
で
き
な
い
、
結
婚
で
き
な
い
、

子
ど
も
を
産
み
育
て
ら
れ
な
い
現
役

と
若
者
を
大
量
に
作
り
出
し
て
し
ま

っ
て
い
る
。

自
立
し
、
結
婚
し
、
子
ど
も
を
産

み
育
て
ら
れ
る
層
に
入
り
た
け
れ
ば

次
の
よ
う
に
生
き
る
こ
と
を
強
い
ら

れ
る
。

①
幼
少
の
と
き
か
ら
大
金
を
か
け
て

お
受
験
に
邁
進
し

②
政
治
や
社
会
な
ど
に
関
心
を
持
た

ず
③
自
分
（
た
ち
）
だ
け
が
よ
け
れ
ば

良
い
と
競
争
で
人
を
蹴
落
と
し

④
社
会
的
連
帯
を
排
除
し
（
連
帯
か

ら
排
除
さ
れ
）

⑤
自
分
（
た
ち
）
を
辛
う
じ
て
上
層

に
位
置
づ
け
て
く
れ
て
い
る
現
政

権
体
制
を
擁
護
し

⑥
過
労
死
す
る
ほ
ど
働
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

こ
れ
が
、
現
代
日
本
に
お
い
て
作

り
上
げ
ら
れ
た
国
民
の
多
数
派
の
姿

な
の
で
は
な
い
か
。

（
三
）
安
倍
政
権
は
内
容
分
析

な
し
の
一
面
的
な
統
計
数
字

で
危
機
を
誤
魔
化
し
て
い
る

①
格
差
拡
大
の
状
況
に
お
い
て
は
、

勤
労
者(
世
帯)
の
所
得
な
ど
の

平
均
値
は
意
味
が
な
く
、
分
布
こ

そ
が
重
要
で
あ
る
。

②
勤
労
者(

世
帯)

の
ほ
か
に
、
年

金
生
活
者
・
病
人
・
障
害
者
・
失

業
者
・
生
活
保
護
受
給
者
・
介
護

離
職
者
な
ど
の
膨
大
な
人
々
（
世

帯
）
が
存
在
す
る
。

③
総
務
省
の
発
表
す
る
家
計
調
査
で

の
消
費
支
出
は
大
幅
か
つ
連
続
し

て
減
少
し
て
い
る
。

④
ま
た
、
金
融
広
報
中
央
委
員
会

（
事
務
局
：
日
本
銀
行
情
報
サ
ー

ビ
ス
局
内
）
の
「
家
計
の
金
融
行

動
に
関
す
る
世
論
調
査
」
に
よ
れ

ば
、
貯
蓄
な
し
の
二
人
以
上
世
帯

は
二
〇
一
七
年
に
は
す
で
に
三

一
・
二
％
に
達
っ
し
て
お
り
毎
年

増
加
し
て
き
て
い
る
。
単
身
世
帯

に
つ
い
て
は
、
こ
の
比
率
は
更
に

大
き
く
な
っ
て
い
る
。

（
四
）
口
先
で
誤
魔
化
し
て
も

国
民
・
人
民
は
安
倍
晋
三
氏

を
信
用
し
て
い
な
い

安
倍
政
権
が
、
い
く
ら
口
先
で

「
デ
フ
レ
を
脱
却
し
た
」「
Ｇ
Ｄ
Ｐ
が

拡
大
し
た
」「
失
業
率
が
改
善
し
た

（
有
効
求
人
倍
率
が
史
上
最
高
と
な

っ
て
い
る
）」「
正
社
員
（
率
）
が
増

加
し
つ
つ
あ
る
」「
現
金
給
与
総
額

が
伸
び
て
い
る
」「
税
収
が
伸
び
て

い
る
」
な
ど
と
一
面
的
な
数
字
を
垂

れ
流
し
て
も
、
国
民
・
人
民
は
、
生

活
が
苦
し
く
な
っ
て
い
る
こ
と
、
未

来
が
ま
す
ま
す
厳
し
く
な
っ
て
き
て

い
る
こ
と
を
実
感
し
て
い
る
。

朝
日
新
聞
の
九
月
八
日
・
九
日
の

世
論
調
査
で
は
、「
自
民
党
総
裁
に

ふ
さ
わ
し
い
の
は
誰
」
と
の
質
問
に

「
安
倍
氏
を
選
ん
だ
三
九
％
の
人
々
」

の
最
大
の
理
由
は
「
他
よ
り
よ
さ
そ

う
」
が
四
六
％
で
あ
り
、「
人
柄
や

言
動
が
信
用
で
き
る
」
は
た
っ
た
の

一
三
％
で
あ
る
。

自
民
党
総
裁
に
安
倍
氏
を
ふ
さ
わ

し
い
と
思
う
国
民
の
中
で
さ
え
も
、

そ
の
人
柄
や
言
動
に
つ
い
て
信
用
で

き
る
と
い
う
人
は
少
な
く
、
ま
し
て

多
く
の
国
民
・
人
民
に
と
っ
て
安
倍

氏
の
人
柄
や
言
動
は
ま
っ
た
く
信
用

で
き
ず
、
一
部
の
人
々
に
と
っ
て
は

嫌
悪
の
対
象
で
し
か
な
い
。

野
党
と
市
民
共
闘
の
闘
い
が
「
疲

労
感
」
を
増
し
な
が
ら
も
持
続
し
つ

づ
け
る
理
由
は
、
こ
の
安
倍
自
公

（
維
）
政
治
へ
の
危
機
感
と
安
倍
晋

三
氏
へ
の
不
信
と
嫌
悪
に
他
な
ら
な

い
。野

党
と
市
民
共
闘
は
、
安
倍
自
公

（
維
）
政
権
に
対
す
る
不
信
と
嫌
悪

に
国
民
・
人
民
を
と
ど
め
て
お
く
の

で
は
な
く
、
安
倍
自
公
（
維
）
政
権

に
代
わ
る
（
安
倍
政
権
よ
り
よ
さ
そ
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う
な
）
政
治
勢
力
を
形
成
し
て
国
民

主
権
政
府
の
樹
立
に
導
か
ね
ば
な
ら

な
い
。

四
．
分
断
支
配
が
作
り

出
す
日
本
社
会
の
分

裂
・
没
落

（
一
）
安
倍
自
公
（
維
）
政
権

に
よ
る
攻
撃
的
で
身
勝
手
な

分
断
支
配

国
民
・
人
民
に
そ
の
人
柄
や
言
動

を
信
用
さ
れ
ず
嫌
悪
さ
え
さ
れ
て
い

る
安
倍
政
権
が
、
そ
れ
で
も
「
安
倍

一
強
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
反
動
的

な
支
配
と
政
策
を
強
行
で
き
る
背
景

に
は
、
支
配
階
級
が
昔
か
ら
常
套
手

段
と
し
て
き
た
分
断
支
配
が
あ
り
、

安
部
政
権
下
で
の
攻
撃
的
で
身
勝
手

な
分
断
支
配
の
強
化
が
あ
る
。

安
倍
政
権
は
「
生
活
保
護
受
給

者
」「
無
・
低
年
金
者
」「
非
正
規
・

不
安
定
雇
用
者
」「
病
人･

障
害
者
・

失
業
者
な
ど
非
勤
労
者
」「
原
発
の

立
地
や
周
辺
自
治
体
」「
米
軍
・
自

衛
隊
基
地
に
苦
し
む
沖
縄
ほ
か
自
治

体
」
な
ど
意
図
的
に
作
り
だ
し
た
少

数
や
部
分
を
、
や
は
り
意
図
的
に
仕

立
て
あ
げ
た
多
数
や
全
体
の
数
の
力

に
よ
っ
て
、
差
別
・
抑
圧
・
支
配
し
、

犠
牲
と
貧
困
を
押
し
付
け
、
搾
取
と

収
奪
を
行
っ
て
い
る
。

（
二
）
分
断
支
配
は
日
本
社
会
の

分
裂
・
没
落
を
招
い
て
い
る

し
か
し
、
安
倍
自
公
（
維
）
政
権

に
よ
る
意
図
的
に
作
ら
れ
た
「
全
体

に
よ
る
部
分
の
抑
圧
」
と
い
う
分
断

支
配
は
、
そ
れ
が
苛
烈
で
あ
れ
ば
あ

る
ほ
ど
、
部
分
と
し
て
押
し
込
め
ら

れ
た
国
民
・
人
民
に
決
し
て
消
し
去

る
こ
と
の
で
き
な
い
苦
し
み
と
怒
り

と
恨
み
を
蓄
積
し
て
い
か
ざ
る
を
え

な
い
。

安
倍
自
公
（
維
）
政
権
の
反
動
攻

撃
が
激
し
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
統

一
と
発
展
に
向
か
う
韓
国
・
朝
鮮
と

は
対
照
的
に
、
日
本
は
分
裂
と
没
落

へ
と
転
げ
落
ち
て
い
く
の
で
あ
る
。

（
三
）
分
断
さ
れ
た
国
民
・
人

民
の
連
帯
と
多
数
派
と
し
て

の
復
活
が
必
要
だ

日
本
国
民
・
人
民
の
危
機
を
克
服

し
、
日
本
社
会
の
分
裂
と
没
落
を
阻

止
す
る
こ
と
は
待
っ
た
な
し
の
課
題

と
な
っ
て
い
る
。

少
数
や
部
分
と
し
て
抑
圧
さ
れ
て

い
る
国
民
・
人
民
は
、
抑
圧
の
実
態

の
解
明
、
原
因
の
分
析
と
解
決
の
政

策
、
連
帯
を
獲
得
し
た
と
き
、
圧
倒

的
な
多
数
派
で
あ
る
こ
と
を
再
発
見

し
、
安
倍
自
公
（
維
）
政
権
の
分
断

支
配
を
打
ち
破
る
根
源
的
な
力
を
発

揮
す
る
の
で
あ
る
。

五
．
総
選
挙
総
括
と
政
権

政
策
・
選
挙
共
闘
方
針

の
擦
り
合
わ
せ
を

（
一
）
野
党
と
市
民
運
動
に
求

め
ら
れ
る
六
つ
の
課
題

①
安
倍
自
公
（
維
）
政
権
を
退
陣
─

解
散
総
選
挙
に
追
い
込
む
国
会
内

共
闘

②
安
倍
自
公
（
維
）
政
権
勢
力
に
勝

利
で
き
る
野
党
の
選
挙
共
闘
陣
形

③
安
倍
自
公
（
維
）
政
権
に
代
わ
る

国
民
主
権
政
府
の
政
権
構
想

④
政
権
構
想
を
支
え
る
野
党
と
市
民

運
動
の
共
同
の
シ
ン
ク
タ
ン
ク

⑤
国
民
・
人
民
の
国
会
外
で
の
闘
い

と
連
帯
の
民
主
的
基
盤
と
し
て
の

統
一
戦
線

⑥
主
観
主
義
・
分
析
軽
視
・
無
総

括
・
同
調
圧
力
か
ら
の
脱
皮

（
二
）
昨
年
総
選
挙
で
の
野
党

と
市
民
運
動
の
分
裂
と
安
倍

自
公
（
維
）
の
三
分
の
二

昨
年
（
二
〇
一
七
年
）
一
〇
月
、

安
倍
首
相
は
「
森
友
・
加
計
学
園
疑

惑
つ
ぶ
し
」
と
「
安
倍
九
条
改
憲
勢

力
に
よ
る
衆
院
三
分
の
二
の
確
保
」

を
目
的
と
し
て
、
野
党
の
選
挙
共
闘

が
整
う
前
に
、
憲
法
に
も
規
定
さ
れ

て
い
な
い
解
散
総
選
挙
に
踏
み
切
っ

た
。民

進
党
は
、
昨
年
七
月
に
都
民
フ

ァ
ー
ス
ト
を
率
い
て
自
民
党
を
惨
敗

さ
せ
た
小
池
百
合
子
氏
の
風
に
期
待

し
、
両
院
議
員
総
会
に
お
い
て
全
員

一
致
で
小
池
百
合
子
氏
の
「
希
望
の

党
」
へ
の
合
流
（
希
望
の
党
か
ら
の

立
候
補
）
を
決
定
し
た
。

こ
の
合
流
は
、
そ
れ
ま
で
積
み
上

げ
て
き
た
野
党
と
市
民
の
共
闘
へ
の

信
義
の
観
点
か
ら
も
方
法
と
説
明
に

大
き
な
問
題
が
あ
り
反
省
・
総
括
が

必
要
で
あ
る
が
、
安
倍
政
権
の
暴
走

を
阻
止
し
打
倒
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
た
点
に
お
い
て
理
解
で
き
る
こ
と

で
あ
っ
た
。

そ
の
後
、
小
池
百
合
子
氏
と
希
望

の
党
の
創
立
者
が
、「
改
憲
」
と

「
安
保
法
制
」
を
踏
み
絵
に
、
民
進

党
議
員
候
補
者
の
「
安
倍
政
権
の
暴

走
阻
止
と
打
倒
」
の
思
い
を
踏
み
に

じ
り
、「
反
革
新
・
反
リ
ベ
ラ
ル
」

へ
と
捻
じ
曲
げ
よ
う
と
し
た
こ
と
か

ら
混
迷
が
深
ま
っ
た
。

希
望
の
党
か
ら
排
除
さ
れ
踏
み
絵

を
拒
否
し
た
議
員
候
補
者
は
、
立
憲

民
主
党
を
結
成
し
、
無
所
属
で
立
候

補
し
、
踏
み
絵
に
抵
抗
し
な
が
ら
希

望
の
党
へ
合
流
し
た
議
員
候
補
者
は

小
池
百
合
子
氏
や
創
設
者
と
の
闘
い

を
継
続
し
な
が
ら
総
選
挙
を
闘
っ
た
。

見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、

総
選
挙
の
時
点
に
お
い
て
な
お
、
希

望
の
党
に
投
票
し
た
比
例
票
九
六
八

万
、
小
選
挙
区
票
一
一
四
四
万
も
の

人
々
の
「
安
倍
自
公
（
維
）
政
権
の

暴
走
阻
止
と
打
倒
」
の
願
い
で
あ
る
。

し
か
し
、
共
産
党
・
社
民
党
・
市

民
運
動
は
、
希
望
の
党
の
全
体
を

「
安
倍
自
公
（
維
）
政
権
の
補
完
勢

力
」
と
決
め
付
け
、
共
産
党
に
い
た

っ
て
は
民
進
党
出
身
の
有
力
な
希
望

の
党
候
補
者
に
勝
ち
目
の
な
い
独
自
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の
候
補
者
を
立
て
、
結
果
と
し
て
安

倍
自
公
（
維
）
勢
力
の
三
分
の
二
以

上
の
議
席
を
許
す
こ
と
に
な
っ
た
。

（
三
）
野
党
共
闘
の
前
進
の
た
め

に
総
選
挙
の
再
総
括
が
必
要
だ

こ
の
よ
う
な
経
緯
の
中
で
、
野
党

と
市
民
共
闘
は
、
共
産
党
・
社
民

党
・
市
民
運
動
と
希
望
の
党
と
に
分

裂
し
、
共
産
党
や
市
民
運
動
か
ら
は

希
望
の
党
に
対
し
て
「
安
倍
自
公

（
維
）
政
権
の
補
完
勢
力
」
と
の
攻

撃
が
続
け
ら
れ
た
。

立
憲
民
主
党
は
野
党
第
一
党
で
あ

り
な
が
ら
、
野
党
の
大
団
結
や
選
挙

共
闘
の
陣
形
作
り
に
は
一
貫
し
て
冷

淡
な
態
度
を
取
り
続
け
た
。

こ
の
間
、
自
由
党
と
無
所
属
で
闘

っ
た
民
進
党
議
員
が
、
野
党
と
市
民

共
闘
、
立
憲
民
主
党
、
希
望
の
党
を

繋
い
で
き
た
こ
と
を
、
日
本
革
命
党

は
高
く
評
価
し
て
き
た
。

ま
た
、
民
進
党
出
身
の
希
望
の
党

の
議
員
候
補
者
な
ど
も
そ
の
多
く
が
、

小
池
百
合
子
氏
や
創
設
者
と
の
闘
い

を
継
続
し
、
無
所
属
で
闘
っ
た
民
進

党
議
員
ら
と
と
も
に
国
民
民
主
党
を

結
成
し
て
小
池
百
合
子
氏
ら
と
決
別

し
、
野
党
の
戦
線
に
復
帰
し
つ
つ
あ

る
こ
と
を
、
日
本
革
命
党
は
昨
年
総

選
挙
を
実
践
的
に
総
括
し
て
き
た
も

の
と
し
て
評
価
し
て
い
る
。

共
産
党
は
、
国
会
内
外
で
の
希
望

の
党
の
闘
い
、
国
民
民
主
党
の
闘
い

を
見
て
、
本
年
（
二
〇
一
八
年
）
一

月
あ
た
り
か
ら
、
野
党
五
党
一
会
派

の
共
闘
の
前
進
と
赤
旗
な
ど
で
な
し

崩
し
的
に
評
価
を
変
え
て
き
て
い
る
。

日
本
革
命
党
は
、
共
産
党
の
こ
の

評
価
の
修
正
を
歓
迎
す
る
も
の
で
あ

る
。た

だ
、
こ
の
修
正
が
な
し
崩
し
で

あ
り
、
昨
年
総
選
挙
に
お
け
る
希
望

の
党
全
体
に
対
す
る
安
倍
自
公

（
維
）
政
権
補
完
勢
力
と
の
攻
撃
や

対
立
候
補
擁
立
を
総
括
し
て
い
な
い

が
ゆ
え
に
、
今
後
の
選
挙
共
闘
や
国

民
主
権
政
権
構
想
の
障
害
に
な
る
可

能
性
が
あ
る
こ
と
を
、
再
度
、
指
摘

し
て
お
く
も
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
社
民
党
、

市
民
運
動
に
対
し
て
も
同
じ
指
摘
を

し
て
き
た
。

一
方
、
立
憲
民
主
党
、
国
民
民
主

党
、
衆
院
会
派
無
所
属
の
会
に
も
、

野
党
と
市
民
共
闘
へ
の
信
義
に
反
し

た
方
法
と
説
明
に
つ
い
て
、
再
度
、

総
括
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

（
四
）
共
産
党
に
求
め
ら
れ
る

綱
領
、
組
織
、
選
挙
戦
術
な

ど
運
動
の
見
直
し

今
、
共
産
党
に
求
め
ら
れ
て
い
る

こ
と
は
「
昨
年
総
選
挙
の
大
敗
北
を

直
視
」
し
「
綱
領
、
組
織
、
選
挙
戦

術
は
じ
め
運
動
を
見
直
す
」
こ
と
で

あ
っ
て
、「
野
党
と
市
民
共
闘
の
勝

利
？
」
な
る
も
の
に
よ
っ
て
敗
北
を

誤
魔
化
す
こ
と
で
は
な
い
。

共
産
党
は
敗
北
を
勝
利
と
言
い
く

る
め
た
た
め
に
、
党
勢
拡
大
を
う
た

っ
た
昨
年
の
三
中
総
以
降
も
党
勢
を

後
退
さ
せ
続
け
、
あ
ま
り
の
後
退
に

驚
い
て
本
年
六
月
の
四
中
総
で
「
特

別
月
間
の
九
月
ま
で
二
ヶ
月
の
延
長

指
令
」
を
出
し
た
が
、
党
勢
後
退
の

分
析
も
総
括
も
な
い
「
特
攻
作
戦
」

で
あ
る
た
め
に
そ
の
実
現
は
厳
し
く
、

惨
憺
た
る
結
果
に
終
わ
る
可
能
性
が

濃
厚
で
あ
る
。

ま
し
て
来
年
の
参
院
選
ま
で
の
前

回
参
院
選
比
三
〇
％
増
加
方
針
は
、

党
内
論
議
さ
れ
た
も
の
な
の
か
、
実

現
の
可
能
性
が
少
し
で
も
あ
る
も
の

な
の
か
？

共
産
党
で
は
異
論
と
対
案
は
出
せ

な
い
の
か
、
党
員
は
自
分
の
頭
で
考

え
て
い
る
の
か
？

九
月
六
日
の
赤
旗
（
東
海
版
）
が
、

共
産
党
岐
阜
市
議
の
パ
ワ
ハ
ラ
に
よ

る
離
党
と
会
派
離
脱
が
起
こ
り
、
当

該
市
議
と
共
産
党
市
議
団
が
共
同
で

記
者
会
見
を
し
た
と
報
じ
た
。

共
同
の
記
者
会
見
と
い
う
こ
と
は
、

赤
旗
に
も
記
述
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、

共
産
党
が
パ
ワ
ハ
ラ
を
認
め
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら

ず
パ
ワ
ハ
ラ
を
誰
が
し
た
の
か
、
内

容
は
何
だ
っ
た
の
か
（
例
え
ば
、
特

別
月
間
の
無
理
な
党
勢
拡
大
に
関
係

は
な
い
の
か
）、
加
害
者
に
対
し
て

処
分
が
な
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
の

記
述
は
な
か
っ
た
。

加
害
者
・
内
容
・
処
罰
（
処
分
）

を
明
ら
か
に
し
な
い
な
ど
と
い
う
こ

と
は
、
政
府
機
関
、
企
業
、
地
域
、

自
民
党
な
ど
の
政
党
で
も
許
さ
れ
な

い
大
問
題
で
、
マ
ス
コ
ミ
対
策
と
し

て
目
に
付
か
ぬ
よ
う
赤
旗
（
東
海

版
）
に
ア
リ
バ
イ
的
に
掲
載
し
て
お

け
ば
よ
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。

特
別
月
間
と
い
う
特
攻
指
令
に
基

づ
く
党
勢
拡
大
の
結
果
次
第
で
は
、

こ
う
し
た
事
件
の
起
き
る
共
産
党
に
、

危
機
が
訪
れ
る
の
で
は
と
危
惧
す
る
。

わ
た
し
た
ち
は
共
産
党
の
危
機
を

望
ま
ず
、「
綱
領
、
組
織
、
選
挙
戦

術
は
じ
め
運
動
を
見
直
す
こ
と
」
を

同
志
的
立
場
か
ら
あ
ら
た
め
て
提
起

す
る
も
の
で
あ
る
。

（
五
）
政
権
政
策
と
選
挙
共
闘

方
針
の
擦
り
合
わ
せ
を
行
え

─
世
論
を
重
視
し
よ
う
─

野
党
は
、
一
刻
も
早
く
自
ら
の
政

権
政
策
と
選
挙
共
闘
方
針
を
明
ら
か

に
し
、
擦
り
あ
わ
せ
を
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

政
権
構
想
や
選
挙
共
闘
方
針
を
明

ら
か
に
し
て
は
じ
め
て
「
ど
ん
な
選

挙
共
闘
が
可
能
か
」「
ど
ん
な
政
権

を
作
れ
る
の
か
、
関
わ
れ
る
の
か
」

を
摺
り
あ
わ
せ
る
こ
と
が
可
能
と
な

る
。政

権
構
想
や
選
挙
共
闘
方
針
を
明

示
し
、
摺
り
あ
わ
せ
る
に
あ
た
っ
て

は
、
国
民
・
人
民
の
要
求
と
関
心
を

重
視
す
べ
き
で
あ
る
。

自
民
党
総
裁
選
に
関
し
て
朝
日
新

聞
が
九
月
八
日
・
九
日
に
実
施
し
た
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世
論
調
査
で
は
、
争
点
と
し
て
一
番

論
議
し
て
欲
し
い
こ
と
と
し
て
「
社

会
保
障
の
あ
り
方
（
二
六
％
）」「
景

気
や
雇
用
な
ど
の
経
済
政
策
（
二
三

％
）」「
財
政
再
建
や
税
制
（
一
五

％
）」
が
上
位
で
あ
り
、「
外
交
や
安

全
保
障
（
一
三
％
）」「
災
害
対
策

（
一
一
％
）」「
憲
法
改
正
（
八
％
）」

は
さ
ほ
ど
重
視
さ
れ
て
い
な
い
の
で

あ
る
。

野
党
や
特
に
市
民
運
動
は
、
安
保

法
制
や
憲
法
に
関
し
て
、
ま
っ
た
く

逆
の
主
張
で
あ
る
な
ら
ば
と
も
か
く
、

内
容
や
方
向
の
若
干
の
違
い
を
理
由

に
、
特
定
の
政
党
や
勢
力
を
遠
ざ
け

た
り
排
除
し
た
り
す
べ
き
で
は
な
い
。

国
民
民
主
党
は
、
党
首
選
な
ど
を

通
じ
て
野
党
共
闘
と
選
挙
共
闘
に
つ

い
て
前
向
き
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
信

し
て
き
て
い
る
が
、
新
聞
な
ど
の
報

道
に
よ
れ
ば
、
立
憲
民
主
党
や
共
産

党
は
冷
や
や
か
な
態
度
に
終
始
し
て

い
る
。

一
刻
も
早
く
同
じ
テ
ー
ブ
ル
を
作

っ
て
（
同
じ
テ
ー
ブ
ル
に
つ
い
て
）、

政
権
構
想
と
選
挙
共
闘
方
針
を
擦
り

合
わ
せ
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

日
本
革
命
党
は
、「
日
本
民
主
化

の
創
憲
と
ベ
ー
シ
ッ

ク
イ
ン
カ
ム
人
権
政

策
を
柱
と
し
た
政
治

ブ
ロ
ッ
ク
の
形
成
」

を
追
求
し
、「
政
権

構
想
に
基
づ
く
野
党

と
市
民
共
闘
の
選
挙

共
闘
陣
形
の
構
築
」

を
追
求
し
、「
安
倍

自
公
（
維
）
政
権
の

打
倒
」
と
「
国
民
主

権
政
府
の
樹
立
」
を

追
求
し
、「
二
一
世

紀
の
社
会
主
義
」
の

実
現
の
た
め
に
闘
う
。

志
を
同
じ
く
す
る

み
な
さ
ん
に
「
日
本

革
命
党
の
提
起
に
対

す
る
検
討
」「
日
本

革
命
党
へ
の
入
党
」

「
創
憲
と
ベ
ー
シ
ッ

ク
イ
ン
カ
ム
の
政
治

ブ
ロ
ッ
ク
形
成
の
た

め
の
共
闘
」
を
呼
び

か
け
る
も
の
で
あ
る
。

（
日
本
革
命
党
）

雑誌・新聞の紹介（日本革命党関連の記事掲載）

１．季刊「フラタニティ」第11号（2018年 8月1日）
（１）編集長：村岡到
（２）定価：600円＋税（＋送料）
（３）発行：ロゴス（紀伊国屋書店（新宿）など大型書店でも購入可能）
 〒 113-0033　東京都文京区本郷 2-6-11-301
 TEL：03-5840-8525　FAX：03-5840-8544
 Logos.sya@gmail.com
 http://logos-ui.org

（４）日本革命党関係記事（p48～ p53）
	 日本国憲法の歴史的限界（武市徹：進路社代表）
 　 〔日本革命党の創憲の方針に基づき、日本国憲法の歴史的限界について明らかにしたものであり、末尾に同

じ敗戦国であるドイツ・イタリアの憲法制定過程との比較表をつけたものである。〕

２．図書新聞　3368号（2018年 9月22日土曜日）
（１）定価：260円（＋送料）
（２）発行：武久出版株式会社
 〒 169-0075　東京都文京区新宿区高田馬場 3-13-1　ノークビル 3 階
 TEL：03-5937-3918　FAX：03-5937-3919
 http://toshoshinbun.jp

（３）日本革命党関係記事（6面）
	 『共産党、政党助成金を活かし飛躍を』村岡到：著
	 【書評】40年に及ぶ共産党への内在的批判と提案、その意味（武市徹：進路社代表）

 　 〔共産党は日本市民共同の橋頭堡であり、だからこそ積極面を評価したうえで限界や誤りを指摘し、積極的
で具体的な提案を行う必要があるとする村岡氏の書籍に関して、日本革命党の 21 世紀の社会主義論の立場
から解説と評価を試みたものである。〕
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　アピール　玉城デニー氏の勝利で沖縄の未来を切り開こう！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

沖縄を自分の問題として考える会

　八月二九日、自由党幹事長で衆議院議員の玉城デニー氏（五八歳）は、沖縄県知事選挙（九月一三日告示・九月
三〇日投票）に「オール沖縄」の候補として立候補すると表明した。八月八日に辺野古新基地建設阻止の志なかば
で無念にも急死した翁長雄志知事が音声で候補者にと伝えた遺志を玉城デニー氏はしっかりと継受した。自民党は
前宜野湾市長の佐喜真淳氏を擁立し、公明党は推薦を決定した。この一騎打ちに、沖縄の未来が掛かっている。同
時に、安倍一強となっている日本の政治の行方を左右する一大政治戦となる。
　翁長氏は七月二七日、最後の記者会見で、辺野古の埋め立て承認の撤回を表明した。翁長氏は、六月一二日の米
朝首脳会談を積極的に評価し、「二〇年以上も前に決定された辺野古新基地建設を見直すこともなく強引に押し進
めようとする政府の姿勢は、到底容認できるものではありません」ときっぱりと断言した。
　翁長氏は二〇一四年の知事選で「イデオロギーよりもアイデンティティを」を基調として沖縄の未来を切り開く
べく立候補し、一〇万票の大差で勝利した。
　一六〇九年の薩摩による琉球王国への侵攻、一八七九年の「琉球処分」、一九四五年の沖縄戦では島民の約四分
の一（一二万人以上）が命を奪われ、敗戦後は米軍の支配下に置かれ、七二年の「本土復帰」以後も米軍基地は国
土の〇・六％の沖縄に日本全体の米軍施設の七〇％にも及び、米兵による強姦など基地をめぐる沖縄の悲惨な現実
は変わっていない。本土の「平和」は、この沖縄の犠牲の上に保たれてきた。だが、この沖縄の現状を、私たち本
土に住む者は直視することを避けてきた。
　翁長氏は、知事選立候補の一年前に、東京でのデモに参加し、沖縄と本土とのすさまじいギャップを体験し、そ
れがバネとなって立候補したと語っていた。前記の記者会見では「〈日本とアジアの架け橋〉に沖縄のあるべき姿
がある」と提言した。
　米軍基地撤去、日米地位協定の改定が課題である。この難題を実現して平和を創造しよう。
　私たちは、沖縄を自分の問題として考え、行動しなくてはならないと痛感している。今度の知事選挙で何として
も玉城デニー氏の勝利を勝ち取らなくてはならない。そのために出来ること──カンパ、現地でのボランティア、
沖縄在住の友人・知人をリストアップして選対（別記）に伝えるなどに着手しよう。
　玉城デニー氏の勝利で沖縄と日本の未来を切り開こう！
　二〇一八年八月二九日

　呼びかけ人
小倉志郎　元原発技術者（神奈川県）
片山光広　元練馬区職員組合役員
鎌田有子　創価学会員（東京都）
小泉雅英　フリーディレクター（東京都）
桜井善行　労働組合役員（愛知県）
佐藤和之　高校教員　東京西部地区私学組合連絡会委員
佐藤三郎　護憲円卓会議・連帯兵庫みなせん元代表
澤藤統一郎　弁護士（東京都）
武市　徹　進路社代表（東京都）

出口俊一　兵庫県震災復興研究センター事務局長　
　　　　　連帯兵庫みなせん世話人
中瀬勝義　海洋観光研究所（東京都）
中原省二　基地のない平和な沖縄をめざす会（東京都）
二見伸明　元公明党副委員長　元衆議院議員（茨城県）
松本直次　ヤマギシ会東京案内所
蓑田剛治　元新聞記者（長崎県）
村岡　到　季刊『フラタニティ』編集長
吉田万三　元東京都足立区長　歯科診療所所長

連絡先：〒 160-0022　東京都新宿区新宿 4-1-22　
　新宿コムロビル７Ｆ２号室　進路社　気付
　メールアドレス：okinawa-kangaeru@j-rp.com

玉城デニー事務所
〒 902-0061　沖縄県那覇市古島２−６−５　古島テラス 
電話：098-835-5065 　FAX：098-835-5066 
平和・誇りある豊かさを！ひやみかちうまんちゅの会

沖縄県知事選挙をどう捉えるか
１１月２９日（木）　７時
文京区民センター　３Ｃ（地下鉄後楽園駅）
講演：伊波洋一（参議院議員・沖縄の風）
参加費：７００円
主催：沖縄を自分の問題として考える会
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七
三
年
目
の
夏　

八
・
九　

被
爆
地
ナ
ガ
サ

キ
か
ら
の
レ
ポ
ー
ト

─
「
核
兵
器
禁
止
条
約
」

拒
む
被
爆
国
首
相
の

安
倍
に
怒
り
─

全
国
自
治
体
の
中
で
も
人
口
減
少

が
際
立
つ
県
都
長
崎
、
県
民
所
得
も

全
国
下
位
と
低
迷
が
続
く
日
本
最
西

端
の
長
崎
県
。
八
月
九
日
、
被
爆
地

ナ
ガ
サ
キ
は
人
の
影
が
一
年
で
最
も

色
濃
く
な
る
。

今
年
も
内
外
か
ら
老
若
男
女
の

人
々
が
集
ま
り
、
核
兵
器
廃
絶
と
不

戦
・
平
和
を
祈
り
誓
っ
た
。

長
崎
市
が
日
本
政
府
に
核
兵
器
禁

止
条
約
へ
の
賛
同
を
求
め
た
平
和
宣

言
は
各
紙
と
も
ト
ッ
プ
記
事
扱
い
だ
。

安
倍
首
相
も
来
た
。
国
連
事
務
総
長

も
初
め
て
平
和
祈
念
式
典
に
参
列
し

た
。長

崎
市
の
平
和
宣
言
は
、
憲
法
の

平
和
理
念
と
、
核
抑
止
論
が
幅
を
利

か
せ
る
現
状
へ
の
危
機
感
に
触
れ
た

上
で
、
核
兵
器
に
依
存
し
な
い
安
全

保
障
の
確
立
、
核
兵
器
禁
止
条
約
の

早
期
発
効
を
目
指
し
国
際
社
会
に
協

力
を
訴
え
た
。

日
本
政
府
に
は
、
唯
一
の
戦
争
被

爆
国
と
し
て
条
約
に
賛
同
し
世
界
の

非
核
化
に
導
く
道
義
的
責
任
を
求
め

た
。
さ
ら
に
朝
鮮
半
島
の
非
核
化
に

向
け
た
動
き
を
踏
ま
え
、
日
本
を
加

え
た
「
北
東
ア
ジ
ア
非
核
兵
器
地

帯
」
実
現
へ
の
努
力
を
要
求
し
た
。

被
爆
地
か
ら
の
全
う
な
ア
ピ
ー
ル
で

あ
る
。

平
和
宣
言
は
、
有
識
者
に
よ
る
起

草
委
員
会
（
私
た
ち
の
仲
間
も
い

る
）
の
意
見
が
一
定
程
度
反
映
し
た

結
果
で
あ
る
。

被
爆
者
代
表
（
今
年
は
日
本
被
団

協
代
表
委
員
）
は
、
条
約
の
採
択
を

歓
迎
す
る
一
方
、
日
本
政
府
の
不
参

加
に
「
極
め
て
残
念
」
と
語
っ
た
。

国
連
の
グ
テ
レ
ス
事
務
総
長
は

「
多
く
の
国
が
賛
同
し
核
兵
器
禁
止

条
約
が
採
択
さ
れ
た
こ
と
は
、
核
軍

縮
が
停
滞
し
て
い
る
現
状
へ
の
不
満

の
表
れ
で
あ
る
」
と
、
核
保
有
国
の

動
き
に
懸
念
を
表
明
し
た
。

こ
う
し
た
非
核
化
、
平
和
希
求
の

国
際
的
な
う
ね
り
に
対
し
、
今
年
も

ま
た
頑
な
に
背
を
向
け
た
の
が
安
倍

首
相
で
あ
る
。
首
相
は
式
典
後
「
核

廃
絶
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
違
う
」
と

素
っ
気
な
く
拒
否
し
た
の
だ
。

さ
ら
に
腹
立
た
し
い
の
は
、
地
元

の
中
村
法
道
知
事
の
姿
勢
で
あ
る
。

知
事
が
読
み
上
げ
た
式
典
で
の
「
慰

霊
の
詞
」
は
、
首
相
と
同
様
、
核
兵

器
禁
止
条
約
に
は
全
く
言
及
し
な
か

っ
た
。
首
相
を
忖
度
す
る
あ
ま
り
、

被
爆
県
知
事
と
し
て
の
使
命
を
自
ら

放
棄
し
て
い
る
。

被
爆
者
の
願
い
を
踏
み
に
じ
り
、

核
兵
器
禁
止
条
約
の
署
名
、
批
准
を

拒
否
す
る
政
府
の
姿
勢
に
追
従
す
る

長
崎
県
知
事
。
同
様
に
長
崎
県
議
会

も
同
条
約
の
署
名
、
批
准
を
求
め
る

意
見
書
を
採
択
し
て
い
な
い
の
で
あ

る
。世

界
最
大
の
核
超
大
国
米
国
の

「
核
の
傘
の
下
」
を
よ
し
と
し
て
、

世
界
の
核
廃
絶
世
論
を
リ
ー
ド
す
べ

き
被
爆
国
の
立
場
か
ら
目
を
背
け
続

け
る
首
相
安
倍
で
あ
る
。

「
核
兵
器
禁
止
条
約
」
の
署
名
と
批

准
を
拒
み
、
そ
し
て
沖
縄
の
「
辺
野

古
新
基
地
建
設
」
を
強
行
す
る
安
倍

政
権
の
政
治
姿
勢
は
、
徹
頭
徹
尾
米

国
に
従
属
す
る
と
い
う
同
根
で
あ
る

こ
と
だ
。

あ
ら
た
め
て
憤
り
を
感
じ
、
糾
弾

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

私
は
、
長
崎
県
で
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
国
際

交
流
団
体
で
活
動
し
て
い
る
。「
ア

ジ
ア
と
の
共
生
・
共
存
」
を
掲
げ
、

「
相
互
理
解
」「
相
互
信
頼
」
を
キ
ー

ワ
ー
ド
に
、
市
民
運
動
と
し
て
戦
争

と
平
和
、
歴
史
認
識
、
国
際
関
係
に

か
か
わ
る
安
保
・
外
交
問
題
で
声
を

上
げ
て
い
る
。

被
爆
地
ナ
ガ
サ
キ
の
経
験
は
、
再

び
被
爆
者
を
つ
く
ら
な
い
、
戦
争
を

し
な
い
、
さ
せ
な
い
「
非
戦
」
を
訴

え
続
け
る
こ
と
に
あ
る
。
長
崎
市
の

平
和
宣
言
も
内
外
に
広
め
て
い
き
た

い
。（『

進
路
』
読
者
、
蓑
田
剛
治
）

勇
気
を
奮
っ
て
の
「
総
括
」「
集
約
」「
再
前

進
」
を
呼
び
か
け
る
！

労
働
者
共
産
主
義
委
員
会
（
怒
涛
派
）
か
ら

日
本
革
命
党
の
二
一
世
紀
の
社
会
主
義
へ

一
九
七
四
年
一
一
月
一
八
日
、
東

京
羽
田
空
港
に
近
い
多
摩
川
流
域
の

南
六
郷
緑
地
公
園
で
、
当
時
の
米
国

大
統
領
フ
ォ
ー
ド
氏
の
「
来
日
と
訪

韓
の
政
治
・
経
済
外
交
」
に
反
対
し
、

こ
れ
を
「
阻
止
」
す
る
と
い
う
集
会

と
デ
モ
が
行
わ
れ
た
。

七
四
年
当
時
、
わ
た
し
は
「
労
働

者
共
産
主
義
委
員
会
（
以
降
「
怒
涛

派
」
と
略
す
）」
に
属
し
て
お
り
、

愛
知
細
胞
の
仲
間
た
ち
と
と
も
に
上

京
し
、
愛
知
県
出
身
の
東
京
在
住
の

仲
間
と
も
合
流
し
て
こ
の
「
一
一
・

一
八
フ
ォ
ー
ド
来
日
訪
韓
阻
止
闘

争
」
を
闘
っ
た
。

「
フ
ォ
ー
ド
来
日
訪
韓
阻
止
闘

争
」
当
時
の
韓
国
は
、
大
韓
民
国
維

新
政
権
が
発
し
た
緊
急
措
置
に
よ
り

全
国
民
主
青
年
学
生
総
連
盟
の

一
八
〇
名
が
Ｋ
Ｃ
Ｉ
Ａ
（
韓
国
中
央

情
報
部
）
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
、
非

常
軍
法
会
議
に
起
訴
さ
れ
た
民
青
学
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連
事
件
が
四
月
に
起
き
る
な
ど
、
大

統
領
朴
正
煕
の
圧
政
下
に
あ
っ
た
。

現
在
の
韓
国
は
、
そ
の
後
の
人
民

の
闘
い
を
経
て
文
在
寅
政
権
と
な
り
、

民
主
化
と
南
北
会
談
・
米
朝
会
談
を

通
し
て
東
北
ア
ジ
ア
の
平
和
の
構
築

へ
と
進
ん
で
お
り
、
フ
ォ
ー
ド
来
日

訪
韓
阻
止
闘
争
で
韓
国
人
民
と
の
連

帯
を
求
め
て
闘
っ
た
立
場
か
ら
も
、

感
慨
深
い
も
の
が
あ
る
。

さ
て
、
集
会
に
は
他
の
共
産
同
系

の
諸
組
織
も
含
め
約
四
〇
〇
名
の
参

加
が
あ
り
、
わ
た
し
た
ち
が
羽
田
空

港
に
向
け
た
デ
モ
に
出
発
し
よ
う
と

し
て
い
た
そ
の
と
き
、
弾
圧
の
機
会

を
狙
っ
て
い
た
機
動
隊
は
、
土
手
の

上
の
警
備
線
（
阻
止
線
）
を
河
川
敷

に
向
か
う
下
り
坂
ま
で
降
ろ
し
て
威

圧
・
挑
発
し
て
き
た
。

デ
モ
へ
の
妨
害
に
対
し
て
、
怒
涛

派
は
先
頭
を
切
っ
て
突
入
し
た
。

こ
の
激
闘
の
中
で
多
く
の
仲
間
が

負
傷
し
逮
捕
さ
れ
た
が
、
最
終
的
に

五
人
が
東
京
拘
置
所
に
移
さ
れ
起
訴

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
わ
た
し
も
そ

の
う
ち
の
一
人
と
な
っ
た
。

残
念
な
が
ら
、
そ
の
後
の
裁
判
闘

争
を
通
じ
て
、
怒
涛
派
に
は
田
中
角

栄
政
権
下
で
の
弾
圧
に
対
し
て
具
体

的
に
反
撃
す
る
と
い
う
方
針
が
な
く
、

「
政
治
主
張
」
を
繰
り
返
す
に
と
ど

ま
っ
た
。

わ
た
し
た
ち
は
愛
知
細
胞
の
救
対

を
中
心
に
「
日
韓
米
支
配
階
級
の
反

動
結
託
糾
弾
、
ベ
ト
ナ
ム
民
族
解
放

戦
争
の
勝
利
、
日
韓
人
民
連
帯
の
政

治
主
張
」
と
と
も
に
「
機
動
隊
の
阻

止
線
の
前
進
に
よ
る
圧
迫
、
威
圧
、

挑
発
の
不
当
性
を
突
く
」
意
見
陳
述

書
を
作
成
・
準
備
し
、
裁
判
闘
争
を

「
自
前
の
方
針
」
で
闘
い
抜
い
た
。

こ
う
し
た
闘
い
を
通
じ
て
、
わ
た

し
た
ち
は
日
本
革
命
党
の
結
集
軸
へ

と
繋
が
る
「
共
産
主
義
と
い
う
言
葉

よ
り
も
具
体
的
な
制
度
と
政
策
を
重

視
す
る
政
治
の
質
」
を
獲
得
し
て
い

っ
た
。

「
暴
力
闘
争
至
上
主
義
の
政
治
主

張
」
に
逆
規
定
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
怒

涛
派
は
、
翌
一
九
七
五
年
の
「
王
子

に
お
け
る
爆
弾
闘
争
と
そ
れ
へ
の
弾

圧
」
を
機
に
分
裂
へ
と
向
か
っ
た
。

わ
た
し
た
ち
は
日
本
革
命
党
を
結

成
し
て
闘
い
、
怒
涛
派
の
革
命
的
民

主
的
再
建
を
も
目
指
し
た
が
、
そ
の

後
、
活
動
は
中
断
し
た
。

こ
の
頃
か
ら
数
え
て
も
、
四
四
年

の
歳
月
が
流
れ
た
。

「
自
ら
の
人
生
を
全
う
す
る
た
め
に
、

出
来
る
こ
と
を
出
来
る
う
ち
に
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」「
未
熟
に
よ

る
失
敗
も
含
め
た
経
験
を
、
次
の
世

代
の
飛
躍
の
た
め
の
財
産
と
し
て
継

承
せ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
の
思
い
を

同
じ
く
す
る
仲
間
た
ち
の
小
さ
な
流

れ
を
集
め
て
、
わ
た
し
た
ち
は
、

二
〇
一
八
年
二
月
一
八
日
、
長
期
に

わ
た
り
中
断
し
た
日
本
革
命
党
と
し

て
の
組
織
活
動
を
再
開
し
た
。

二
〇
年
、
四
〇
年
、
六
〇
有
余
年

の
歳
月
は
、
単
に
過
ぎ
去
っ
た
の
で

は
な
く
今
こ
こ
に
積
み
上
げ
ら
れ
て

お
り
、
勇
気
を
も
っ
て
「
総
括
す
る

こ
と
」「
経
験
と
知
識
を
集
約
す
る

こ
と
」「
再
び
前
進
を
始
め
る
こ

と
」
を
多
く
の
現
・
元
活
動
家
に
呼

び
か
け
た
い
。

マ
ル
ク
ス
没
後
一
三
五
年
、
マ
ル

ク
ス
の
安
ら
か
な
眠
り
を
乱
す
よ
う

な
教
条
主
義
か
ら
解
放
さ
れ
る
時
が

来
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

わ
た
し
た
ち
は
マ
ル
ク
ス
を
は
じ

め
一
切
の
神
格
化
を
や
め
、「
一
九

世
紀
に
は
有
効
で
あ
っ
た
も
の
」

「
一
九
世
紀
に
も
誤
っ
て
い
た
も

の
」「
一
九
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
に

は
問
題
に
は
な
ら
ず
、
二
一
世
紀
の

現
代
に
問
わ
れ
て
い
る
こ
と
」
を
峻

別
し
、「
二
一
世
紀
の
現
代
に
問
わ

れ
て
い
る
こ
と
」
へ
の
解
答
に
全
力

を
注
ぐ
べ
き
で
あ
ろ
う
。

獲
得
さ
れ
て
き
た
民
主
制
の
も
と

で
の
変
革
は
、
国
民
・
人
民
の
要
求

と
闘
い
に
基
づ
く
国
民
主
権
政
府
の

政
策
に
よ
っ
て
人
権
と
民
主
と
平
和

に
向
か
う
「
連
続
し
た
変
革
」
に
ほ

か
な
ら
ず
、
そ
の
全
体
が
「
二
一
世

紀
の
社
会
主
義
の
過
程
」
に
ほ
か
な

ら
な
い
と
い
う
の
が
わ
た
し
の
現
在

的
な
到
達
点
で
あ
る
。

一
九
二
九
（
昭
和
四
）
年
生
ま
れ

の
父
親
は
今
年
で
八
九
歳
を
迎
え
た
。

戦
争
末
期
の
一
九
四
四
（
昭
和

一
九
）
年
か
一
九
四
五
（
昭
和

二
〇
）
年
頃
に
海
軍
飛
行
予
科
練
習

生
と
な
り
、
真
新
し
い
軍
服
す
が
た

で
写
真
に
納
ま
っ
て
い
る
が
、
一
度

も
出
撃
す
る
機
会
を
得
ず
お
陰
で
今

も
健
在
で
あ
る
。

父
も
含
め
た
す
べ
て
の
人
生
が
、

戦
争
や
競
争
や
貧
困
な
ど
に
よ
っ
て

奪
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
社
会
と
す
る

た
め
に
、
そ
し
て
自
ら
の
人
生
を
全

う
す
る
た
め
に
闘
っ
て
い
く
。

（
矢
野
芳
徳
）

七
月
二
九
日　

原
水
爆
禁
止
二
〇
一
八
年
世

界
大
会
・
科
学
者
集
会

七
月
二
九
日
（
日
曜
）
一
〇
時

三
〇
分
か
ら
、
明
治
大
学
駿
河
台
キ

ャ
ン
パ
ス
に
て
、「
原
水
爆
禁
止

二
〇
一
八
年
世
界
大
会
・
科
学
者
大

会
」
が
、
実
行
委
員
会
の
主
催
で
開

か
れ
た
。

約
一
〇
〇
名
の
聴
衆
を
前
に
基
調

報
告
を
行
っ
た
和
田
春
樹
氏
（
東
京

大
学
名
誉
教
授
）
は
、
多
く
の
貴
重

な
発
言
の
中
で
「
南
北
会
談
・
米
朝

会
談
の
状
況
で
、
中
国
の
動
き
に
注

目
し
て
い
る
こ
と
」、「
日
本
は
尖
閣

列
島
に
領
土
問
題
が
あ
る
こ
と
を
認

め
軍
事
力
を
行
使
し
な
い
こ
と
が
重

要
」
と
の
認
識
を
述
べ
ら
れ
た
。

日
本
革
命
党
は
二
〇
一
八
年
方
針
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の
「
創
憲
」
論
議
の
中
で
、「
領
土

な
ど
係
争
地
で
の
軍
事
力
不
行
使
」

の
明
記
を
検
討
し
て
お
り
、
和
田
春

樹
氏
の
こ
の
発
言
に
注
目
す
る
も
の

で
あ
る
。

七
月
二
九
日　

格
差
社
会
を
乗
り
越
え
る
財

政
と
は
・
記
念
集
会

七
月
二
九
日
（
日
曜
）
一
四
時
か

ら
、
主
婦
会
館
プ
ラ
ザ
エ
フ
に
て
、

「
格
差
社
会
を
を
乗
り
越
え
る
財
政

と
は
・
記
念
集
会
」
が
、
公
正
な
税

制
を
求
め
る
市
民
連
絡
会
の
主
催
で

開
か
れ
た
。

約
一
五
〇
名
の
聴
衆
を
前
に
、
松

尾
匡
氏
（
立
命
館
大
学
教
授
）
と
高

端
正
幸
氏
（
埼
玉
大
学
准
教
授
）
が

基
調
講
演
を
行
っ
た
。

松
尾
氏
は
「
積
極
的
な
財
政
出
動

で
消
費
を
増
や
し
景
気
回
復
さ
せ
て
、

緩
和
マ
ネ
ー
を
社
会
保
障
へ
、
消
費

税
は
い
ら
な
い
」
主
旨
の
発
言
を
し
、

高
端
氏
は
「
共
通
の
ニ
ー
ズ
を
満
た

し
、
尊
厳
を
保
障
す
る
た
め
の
税
制

を
、
そ
の
た
め
に
消
費
税
も
」
と
の

主
旨
の
発
言
を
行
っ
た
。

日
本
革
命
党
は
、
二
一
世
紀
の
社

会
主
義
を
展
望
す
る
に
あ
た
っ
て

「
社
会
保
障
な
ど
歳
出
政
策
」
と
と

も
に
「
税
制
な
ど
歳
入
政
策
」
も
重

視
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
調
査
・

研
究
・
政
策
立
案
の
努
力
を
評
価
す

る
も
の
で
あ
る
。

た
だ
、
松
尾
氏
、
高
端
氏
の
基
調

講
演
に
は
賛
同
で
き
ず
、
ア
ン
ケ
ー

ト
表
に
「
ベ
ー
シ
ッ
ク
イ
ン
カ
ム
が

必
要
、
企
業
へ
の
売
上
げ
（
外
形
）

課
税
を
検
討
す
べ
き
」
と
提
起
し
て

提
出
し
た
。

八
月
一
一
日
・
九
月
六
日　

埋
め
る
な
！
辺

野
古　

沖
縄
県
民
大
会
に
呼
応
す
る
首
都
圏

大
行
動
、
翁
長
さ
ん
の
遺
志
を
継
ぐ
集
会

八
月
一
一
日
（
土
曜
）
一
一
時
三

〇
分
か
ら
、
東
池
袋
公
園
に
て
、

「
埋
め
る
な
！
辺
野
古　

沖
縄
県
民

大
会
に
呼
応
す
る
八
・
一
一
首
都
圏

大
行
動
」
が
、
実
行
委
員
会
の
主
催

で
開
か
れ
た
。

九
月
六
日
（
木
曜
）
一
八
時
四
五

分
か
ら
、
文
京
区
民
セ
ン
タ
ー
に
て
、

「
辺
野
古
の
海
を
土
砂
で
埋
め
る

な
！
翁
長
さ
ん
の
遺
志
を
継
ぐ
九
・

六
集
会
」
が
、
実
行
委
員
会
の
主
催

で
開
か
れ
た
。

九
月
六
日
の
集
会
で
は
、
呼
び
か

け
人
と
な
っ
た
「
沖
縄
を
自
分
の
問

題
と
し
て
考
え
る
会
」
の
ア
ピ
ー
ル

文
ビ
ラ
を
約
三
〇
〇
人
の
参
加
者
に

配
布
し
た
。

メ
イ
ン
ス
ピ
ー
カ
ー
の
島
袋
純
氏

（
琉
球
大
学
教
授
）
が
提
起
し
た

「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
と
「
自
己

決
定
権
」
に
つ
い
て
、
日
本
革
命
党

は
「
地
方
自
治
を
は
じ
め
全
体
に
対

す
る
部
分
、
多
数
に
対
す
る
少
数
の

問
題
」
と
し
て
、
そ
し
て
「
民
族
自

決
・
独
立
」
の
問
題
と
し
て
も
捉
え

て
い
く
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
会
場
で
元
同
僚
の
Ｋ
氏
を

発
見
し
、
帰
宅
の
途
で
意
見
交
換
で

き
た
こ
と
も
収
穫
で
あ
っ
た
。

Ｋ
氏
が
九
月
一
〇
日
（
月
曜
）
か
ら

一
三
日
（
木
曜
）
ま
で
辺
野
古
に
学
習

と
支
援
に
入
る
と
の
話
を
聞
き
、（
可

能
な
ら
）
玉
城
デ
ニ
ー
事
務
所
へ
の
激

励
と
選
挙
資
料
の
収
集
を
依
頼
し
た
。
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八
月
一
八
日　

安
倍
九
条
改
憲
Ｎ
Ｏ
！
内
閣

退
陣　

市
民
連
合
の
課
題

八
月
一
八
日
（
土
曜
）
一
三
時

三
〇
分
か
ら
、
東
久
留
米
市
役
所
・

市
民
プ
ラ
ザ
ホ
ー
ル
に
て
、「
安
倍

九
条
改
憲
Ｎ
Ｏ
！
内
閣
退
陣　

市
民

連
合
の
課
題
」
講
演
会
が
、「
選
挙

で
変
え
よ
う
東
久
留
米
市
民
連
合
」

と
「
く
ら
し
を
守
る
革
新
東
久
留
米

の
会
」
の
主
催
で
開
か
れ
た
。

講
師
は
「
市
民
連
合
呼
び
か
け

人
」「
安
保
法
制
に
反
対
す
る
学
者

の
会
」
の
広
渡
清
吾
氏
で
あ
っ
た
。

「
安
倍
政
権
を
退
陣
さ
せ
る
た
め
に

は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
？
」
と
の

課
題
に
関
連
し
て
、「
内
閣
退
陣
の
方

法
と
退
陣
後
の
政
権
構
想
」
と
「
国

民
民
主
党
に
つ
い
て
言
及
し
な
い
理

由
」
を
会
場
か
ら
質
問
し
た
が
納
得

で
き
る
回
答
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。

む
し
ろ
、
広
渡
氏
の
「
市
民
連
合

は
実
態
よ
り
も
大
き
く
見
ら
れ
て
い

る
」「
国
民
民
主
党
は
、
昨
年
総
選

挙
の
と
き
の
市
民
連
合
と
希
望
の
党

と
の
経
緯
か
ら
、
わ
だ
か
ま
り
を
持

っ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
昨
年
の
総
選

挙
に
お
け
る
希
望
の
党
の
改
憲
と
安

保
法
制
へ
の
態
度
を
考
え
れ
ば
当
然

で
、
今
、
何
ら
か
の
働
き
か
け
を
す

る
こ
と
に
意
味
を
見
出
さ
な
い
」
と

の
主
旨
の
発
言
に
、
現
在
の
野
党
と

市
民
共
闘
が
抱
え
る
問
題
点
を
再
確

認
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。（

武
市
徹
）
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